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第第第第１１１１章章章章    総則総則総則総則 
 

（（（（約款約款約款約款のののの適用適用適用適用）））） 

第第第第１１１１条条条条 当社は、この光ネットサービス（ピカラＣＵＥｔｖ）契約約款（料金表を含みま

す。以下「約款」といいます。）を定め、これにより光ネットサービス（当社がこの約款

以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。）を提供します。 

 （注）本条のほか、当社は、光ネットサービスに附帯するサービスをこの約款により提

供します。 

 

（（（（約款約款約款約款のののの変更変更変更変更）））） 

第第第第２２２２条条条条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供

条件は、変更後の約款によります。 

 

（（（（用語用語用語用語のののの定義定義定義定義）））） 

第第第第３３３３条条条条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用    語 用語の意味 

１  電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的

設備 

２  電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そ

の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 

３  光ネット網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイ

ンターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝

送交換を行うために当社が設置する電気通信回線設備

（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設

備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこ

れらの附属設備をいいます。以下同じとします。） 

４  光ネットサービス 光ネット網を使用して行う電気通信サービス 

５ 光ネットサービス取扱

局 

電気通信設備を設置し、それにより光ネットサービスに

関する業務を行う当社及び提携事業者の事業所 

６  光ネットサービス取扱

所 

（１） 光ネットサービスに関する契約事務を行う当社

の事務所 

（２） 当社の委託により光ネットサービスに関する契

約事務を行う者の事務所 

７  取扱局交換設備 光ネットサービス取扱局に設置される交換設備（その交

換設備に接続される設備等を含みます。） 

８  光ネットサービス契約 当社から光ネットサービスの提供を受けるための契約 

９  光ネット申込み 光ネットサービス契約の申込み 

10  申込者 光ネットサービス契約の申込みをした者 

11  光ネットサービス契約

者 

当社と光ネットサービス契約を締結している者 

12  契約者回線 光ネットサービス契約に基づいて光ネットサービス取

扱局内に設置された取扱局交換設備と光ネットサービ

ス申込者が指定する場所との間に設置される電気通信

回線 
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13  契約者回線等 （１） 契約者回線 

（２） 契約者回線に付随して当社が必要により設置す

る電気通信設備 

14  相互接続点 

 

当社と当社以外の電気通信事業者（電気通信事業法（昭

和５９年法律第８６号。以下「事業法」といいます。）

第９条の登録を受けた者又は事業法第１６条の届出を

した者をいいます。以下同じとします。）との間の相互

接続協定（当社が当社以外の電気通信事業者との間で電

気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下

同じとします。）に基づく接続に係る電気通信設備の接

続点 

15  回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置（端末設

備を除きます。） 

16  端末設備 契約者回線の一端に直接又は間接的に接続される電気

通信設備であって、１の部分の設置場所が他の部分の設

置場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含みます。）

又は同一の建物内にあるもの（ＤＳＬ方式の配線設備多

重装置（契約者回線の終端と自営端末設備等との間に設

置される端末設備であって、ＤＳＬ方式により１配線設

備において他の電気通信事業者の電話サービス等と光

ネットサービスに係る通信を同時に利用できる機能を

有する装置。以下同じとします。）を含みます。） 

17  自営端末設備 光ネットサービス契約者が設置する端末設備 

18  自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であ

って、端末設備以外のもの 

19  収容光ネットサービス 

取扱局 

その契約者回線の収容される取扱局交換設備が設置さ

れている光ネットサービス取扱局 

20 契約者回線等の移転 光ネットサービス契約を継続したまま契約者回線等を

別の場所に移すこと（同一建物内で端末設備を移転する

場合を除きます。） 

21  技術基準等 端末設備等規則（昭和６０年郵政省令第３１号）及び別

表に定める光ネットサービスにおける基本的な技術的

事項 

22  引込柱 契約者回線の終端に原則として最も近い距離にある電

柱等 

23  引込線 契約者回線のうち、原則として契約者回線の終端に最も

近い距離にあるクロージャ（分岐装置）から当社が設置

又は提供する回線終端装置までの間の線路 

24  提携事業者 当社が光ネットサービスを遂行するにあたり業務提携

している事業者 

25  協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 

26  ホームページ開設 光ネットサービス契約者がホームページを使用して光

ネットサービス取扱局に設置する情報蓄積装置により

情報の蓄積又は公開等を行うこと 

27  電子メール メールアドレスを利用して光ネットサービス取扱局に

設置する情報蓄積装置により通信の情報の蓄積又は読

み出し等を行うこと 
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28  光電話サービス 当社が別途定める「光電話サービス（ピカラＣＵＥｔｖ）

契約約款」において定める電気通信サービス 

29  海外ローミングサービ

ス提供事業者 

当社が海外ローミング機能を提供するにあたり業務提

携している事業者 

30 ダイヤルアップ回線 ダイヤルアップアクセスポイントに接続するための電

気通信回線 

31 ダイヤルアップアクセ

スポイント 

ダイヤルアップ回線から光ネットサービスを利用する

ために当社又は当社が別に定める事業者が設置する電

気通信設備 

32  消費税相当額 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び同法に関す

る法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）及び同法に関する

法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 
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第第第第２２２２章章章章 光光光光ネットサービスネットサービスネットサービスネットサービスのののの種類等種類等種類等種類等 
 

（（（（光光光光ネットサービスネットサービスネットサービスネットサービスのののの種類等種類等種類等種類等）））） 

第第第第４４４４条条条条 光ネットサービスには、次の種類があります。 

種 類 内 容 

光ネットサービス 光ネット網を使用して行う電気通信サービス 

 

２ 光ネットサービスには、料金表に規定する品目および提供の形態による種別があります。 

 

 

第第第第３３３３章章章章    光光光光ネットサービスネットサービスネットサービスネットサービスのののの提供区域等提供区域等提供区域等提供区域等 
 

（（（（光光光光ネットサービスネットサービスネットサービスネットサービスのののの提供区域提供区域提供区域提供区域）））） 

第第第第５５５５条条条条 当社の光ネットサービスは、別記１に定める提供区域において提供します。 

 

（（（（光光光光ネットサービスネットサービスネットサービスネットサービスのののの提供範囲等提供範囲等提供範囲等提供範囲等）））） 

第第第第６６６６条条条条 当社は、光ネットサービスを本邦内（ただし、海外ローミング機能を除きます。）

に限り提供します。 

２ 当社が提供する光ネットサービスの範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までと

します。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設

備に係る通信の品質を保証しません。 

 

 

第第第第４４４４章章章章    契契契契    約約約約 
 

（（（（契約契約契約契約のののの単位単位単位単位））））    

第第第第７７７７条条条条 当社は、契約者回線等１回線ごとに１の光ネットサービス契約を締結します。こ

の場合、光ネットサービス契約者は、１の光ネットサービス契約につき１人に限ります。 

 

（（（（契約者回線契約者回線契約者回線契約者回線のののの終端終端終端終端））））    

第第第第８８８８条条条条 当社は、光ネットサービス契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、

当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を

設置し、これを契約者回線の終端とします。 

ただし、料金表に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。 

２ 当社は、前項の地点を定めるときは、光ネットサービス契約者と協議します。 

３ 当社は、第１項により当社が設置する回線終端装置を料金表に定めるところにより提

供します。 
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（（（（収容光収容光収容光収容光ネットサービスネットサービスネットサービスネットサービス取扱局取扱局取扱局取扱局））））    

第第第第９９９９条条条条 契約者回線は、その契約者回線の終端のある光ネットサービス取扱局に収容しま

す。  

２ 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上及び光

ネットサービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容光ネットサ

ービス取扱局を変更することがあります。 

 

（（（（光光光光ネットネットネットネット申込申込申込申込みのみのみのみの方法方法方法方法））））    

第第第第１０１０１０１０条条条条 光ネット申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の契約申込

書等に記載し、光ネットサービス取扱所に提出していただきます。 

（１）光ネットサービスの品目及び種別等 

（２）契約者回線の終端の場所 

（３） その他光ネット申込みの内容を特定するための事項 

２ 光ネットサービス申込みにあたっては、提携事業者に対して加入金、初期設定費、引

込工事費、宅内工事費が必要となります。 

 

（（（（光光光光ネットネットネットネット申込申込申込申込みのみのみのみの承諾承諾承諾承諾））））    

第第第第１１１１１１１１条条条条 光ネットサービス契約は、光ネット申込みに対して当社が承諾したときに成立

します。 

２ 当社は、次のいずれかの場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 

（１）光ネットサービスを提供することが技術上又は経済上著しく困難なとき。 

（２）申込者が光ネットサービスの料金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当

社が判断したとき。 

（３）光ネットサービス契約の申込みをした者が、光ネットサービスの利用を停止されて

いる、又は光ネットサービス契約の解除を受けたことがあるとき。 

（４）契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。 

（５）第４８条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

（６）その他光ネットサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのお

それがあると当社が判断したとき。 

 

（（（（提供開始日提供開始日提供開始日提供開始日））））    

第第第第１２１２１２１２条条条条 光ネット申込みに基づき、当社が当該光ネットサービスの工事を完了した日を

光ネットサービスの提供を開始した日とします。 

 

（（（（最低利用期間最低利用期間最低利用期間最低利用期間））））    

第第第第１３１３１３１３条条条条 光ネットサービスには、料金表の定めるところにより最低利用期間があります。

ただし、同一の契約者回線にて光電話サービスの提供を受けている光ネットサービス契

約者は、光ネットサービスの提供開始日と光電話サービスの提供開始日のうち、先に提

供を開始した日を最低利用期間の起算日とします。 

２ 光ネットサービス契約者は、前項の期間内に光ネットサービス契約の解除があった場

合は、当社が定める期日までに料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。 

ただし、第２１条（契約者回線の提供ができなくなった場合の措置）第１項の規定に

より光ネットサービス契約が解除になるときは、この限りではありません。 
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（（（（品目及品目及品目及品目及びびびび種別等種別等種別等種別等のののの変更変更変更変更））））    

第第第第１４１４１４１４条条条条 光ネットサービス契約者は、当社に対し、当社が別に定めるところにより光ネ

ットサービスの品目及び種別等の変更を請求することができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第１１条（光ネット申込みの承諾）の規定に準

じて取り扱います。 

 

（（（（契約者回線等契約者回線等契約者回線等契約者回線等のののの移転移転移転移転））））    

第第第第１５１５１５１５条条条条 光ネットサービス契約者は、契約者回線等の移転を請求することができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第１０条（光ネット申込みの方法）第２項、第

１１条（光ネット申込みの承諾）及び第２７条（端末設備の移転）の規定に準じて取り

扱います。 

 

（（（（そのそのそのその他他他他のののの契約内容契約内容契約内容契約内容のののの変更変更変更変更））））    

第第第第１６１６１６１６条条条条 当社は、光ネットサービス契約者から請求があったとき（別記２及び別記３に

定める変更を含みます。）は、第１０条（光ネット申込みの方法）第１項第３号に規定す

る契約内容の変更を行います。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第１１条（光ネット申込みの承諾）の規定に準

じて取り扱います。 

 

（（（（利用利用利用利用のののの一時中断一時中断一時中断一時中断））））    

第第第第１７１７１７１７条条条条 当社は、光ネットサービス契約者から請求があったときにおいて、当社の光ネ

ットサービスの利用に支障をきたすと当社が認めた場合は、光ネットサービスの利用の

一時中断（その光ネットサービス契約に係る設備を他に転用することなく一時的に利用

できないようにすることをいいます。以下同じとします。）を行います。 

 

（（（（光光光光ネットサービスネットサービスネットサービスネットサービス利用権利用権利用権利用権のののの譲渡禁止譲渡禁止譲渡禁止譲渡禁止））））    

第第第第１８１８１８１８条条条条 光ネットサービス利用権（光ネットサービス契約者が光ネットサービス契約に

基づいて光ネットサービスの提供を受ける権利）は、譲渡することができません。ただ

し、別記２に定める場合は除きます。 

 

（（（（光光光光ネットサービスネットサービスネットサービスネットサービス契約者契約者契約者契約者がががが行行行行うううう光光光光ネットサービスネットサービスネットサービスネットサービス契約契約契約契約のののの解除解除解除解除））））    

第第第第１９１９１９１９条条条条 光ネットサービス契約者は、光ネットサービス契約を解除しようとするときは、

あらかじめ光ネットサービス取扱所に書面により通知していただきます。 

２ 前項により、光ネットサービス契約を解除する場合、光ネットサービス契約者が所有

又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要するときには、光ネットサービス契約者

にその復旧に要する費用を負担していただきます。 

 

（（（（当社当社当社当社がががが行行行行うううう光光光光ネットサービスネットサービスネットサービスネットサービス契約契約契約契約のののの解除解除解除解除））））    

第第第第２０２０２０２０条条条条 当社は、第３１条（利用停止）の規定により光ネットサービスの利用を停止さ

れた光ネットサービス契約者が、その事実を解消しないときは、光ネットサービス契約

を解除することがあります。 

２ 当社は、光ネットサービス契約者が第３１条（利用停止）第１項各号のいずれかに該
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当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、

第３１条（利用停止）の規定にかかわらず、光ネットサービスの利用停止をしないで光

ネットサービス契約を解除することがあります。 

３ 当社は、光ネットサービス契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てそ

の他これに類する事由が生じたことを知ったときは、光ネットサービス契約を解除する

ことがあります。 

４ 当社は、前３項の規定により光ネットサービス契約を解除しようとするときは、あら

かじめ光ネットサービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この

限りではありません。 

５ 第１項乃至第３項の解除にあたり、光ネットサービス契約者が所有又は占有する敷地、

家屋又は構築物等の復旧を要する場合には、光ネットサービス契約者にその復旧に要す

る費用を負担していただきます。 

 

（（（（契約者回線契約者回線契約者回線契約者回線のののの提供提供提供提供ができなくなったができなくなったができなくなったができなくなった場合場合場合場合のののの措置措置措置措置））））    

第第第第２１２１２１２１条条条条 当社は、当社及び光ネットサービス契約者の責めによらない理由により契約者

回線の提供ができなくなった場合は、光ネットサービス契約を解除することがあります。 

２ 当社は、前項の規定により、光ネットサービス契約を解除しようとするときは、あら

かじめ光ネットサービス契約者に通知します。 

 

（（（（そのそのそのその他他他他のののの提供条件提供条件提供条件提供条件））））    

第第第第２２２２２２２２条条条条 光ネットサービス契約に関するその他の提供条件については、別記２、３、11、

13 及び 14 に定めるところによります。 

 

 

第第第第５５５５章章章章    付加機能付加機能付加機能付加機能のののの提供等提供等提供等提供等    
 

（（（（付加機能付加機能付加機能付加機能のののの提供提供提供提供））））    

第第第第２３２３２３２３条条条条 当社は、光ネットサービス契約者から付加機能の利用の請求があったときは、

次の場合を除き、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。 

（１）付加機能の提供を請求した光ネットサービス契約者が、光ネットサービスの料金又

は付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

（２）付加機能の提供を請求した光ネットサービス契約者が第３１条（利用停止）の規定

により光ネットサービスの利用停止をされている、又は当社が行う光ネットサービス

契約の解除を受けたことがあるとき。 

（３）付加機能の提供を請求した光ネットサービス契約者が本条第２項の規定により、そ

の付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがある

とき。 

（４）付加機能の提供を請求した光ネットサービス契約者が、虚偽の内容を含む請求を行

ったとき。 

（５）付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は付加機能を維持することが困難である

等、光ネットサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。 

２ 当社は、料金表に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行
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うことがあります。 

３ 付加機能の利用の請求に基づき、当社が当該付加機能の提供に係る工事を完了した日

を付加機能の提供を開始した日とします。 

 

（（（（付加機能付加機能付加機能付加機能のののの利用利用利用利用のののの一時中断一時中断一時中断一時中断））））    

第第第第２４２４２４２４条条条条 当社は、光ネットサービス契約者から請求があったときは、当社の光ネットサ

ービスの利用に支障をきたすと当社が認めた場合は、その付加機能の利用の一時中断（そ

の付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすること

をいいます。）を行います。 

 

（（（（付加機能付加機能付加機能付加機能のののの廃止廃止廃止廃止））））    

第第第第２５２５２５２５条条条条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。 

（１）その付加機能の提供を受けている光ネットサービス契約者から、光ネットサービス

契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。 

（２）料金表に別段の定めがあるとき。    

 

 

第第第第６６６６章章章章    端末設備端末設備端末設備端末設備のののの提供等提供等提供等提供等    
 

（（（（端末設備端末設備端末設備端末設備のののの提供提供提供提供））））    

第第第第２６２６２６２６条条条条 当社は、光ネットサービス契約者から請求があったときは、光ネットサービス

の提供に必要となる端末設備を料金表に定めるところにより提供します。 

 

（（（（端末設備端末設備端末設備端末設備のののの移転移転移転移転））））    

第第第第２７２７２７２７条条条条 当社は、光ネットサービス契約者から請求があったときは、当社が提供する端

末設備の移転を行います。 

２ 前項の請求があったときは、第１１条（光ネット申込みの承諾）の規定に準じて取り

扱います。 

 

 

第第第第７７７７章章章章    回線相互接続回線相互接続回線相互接続回線相互接続    
 

（（（（当社又当社又当社又当社又はははは他社他社他社他社のののの電気通信回線電気通信回線電気通信回線電気通信回線とのとのとのとの接続接続接続接続））））    

第第第第２８２８２８２８条条条条 光ネットサービス契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に

接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信

事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることがで

きます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接

続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するた

めの事項について当社所定の書面に記載し、光ネットサービス取扱所に提出していただ

きます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、その接続に係る電気通信回線の利用が当社又は
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前項により光ネットサービス契約者が接続を請求した当社以外の電気通信事業者の契約

約款及び料金表により制限される場合を除いて、その請求を承諾します。この場合、当

社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証いたしま

せん。 

３ 光ネットサービス契約者は、前２項に規定する接続について、第１項の書面に記載し

た事項を変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただ

きます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。 

４ 光ネットサービス契約者は、第１項及び第２項に規定する接続を廃止しようとすると

きは、あらかじめ書面により光ネットサービス取扱所に通知していただきます。 

 

（（（（相互接続点相互接続点相互接続点相互接続点のののの所在場所所在場所所在場所所在場所のののの変更変更変更変更））））    

第第第第２９２９２９２９条条条条 当社は、当社以外の電気通信事業者と締結する相互接続協定に基づき、光ネッ

トサービスに係る相互接続点の所在場所を変更することがあります。 

 

 

第第第第８８８８章章章章    利用中止等利用中止等利用中止等利用中止等    
 

（（（（利用中止利用中止利用中止利用中止））））    

第第第第３０３０３０３０条条条条 当社は、次の場合には、光ネットサービス契約者にかかる光ネットサービスの

利用を中止することがあります。 

（１）当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。 

（２）前条（相互接続点の所在場所の変更）の規定により、相互接続点の所在場所を変更

するとき。 

（３）第３２条（通信利用の制限等）の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。 

２ 当社は、前項の規定により光ネットサービスの利用を中止するときは、あらかじめそ

のことを光ネットサービス契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ

の限りではありません。 

 

（（（（利用停止利用停止利用停止利用停止））））    

第第第第３１３１３１３１条条条条 当社は、光ネットサービス契約者が次のいずれかに該当するときは、６ヶ月以

内で当社が定める期間（その光ネットサービスの料金その他の債務（この約款の規定に

より、支払いを要することとなった光ネットサービスの料金、工事に関する費用又は割

増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。）を支払わない

ときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間）、その光ネットサービス契約者に

かかる光ネットサービスの利用を停止することがあります。 

（１）光ネットサービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わ

ないとき。 

（２）当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約約款の料金等につい

て、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

（３）第４６条（利用に係る契約者の義務）又は第４７条（契約者以外の者の利用に係る

義務）又は第４８条（ユーザＩＤ及びパスワードの管理）の規定に違反したとき。 

（４）当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外
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の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係

る電気通信回線を接続したとき。 

（５）契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常があ

る場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受

けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められ

ない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったと

き。 

（６）前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であって光ネットサービスに関する

当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれ

があると当社が判断したとき。 

２ 当社は、前項の規定により光ネットサービスの利用停止をしようとするときは、あら

かじめ、その理由及び利用停止期間を光ネットサービス契約者に通知します。ただし、

第１項第３号の規定により光ネットサービスの利用停止をする場合は、この限りではあ

りません。 

 

（（（（サービスサービスサービスサービスのののの廃止廃止廃止廃止））））    

第第第第３１３１３１３１条条条条のののの２２２２ 当社は、光ネットサービスの全部または一部を廃止することがあります。 

２ 前項の廃止を行う場合、当社は、光ネットサービス契約者に対し、廃止日までの充分

な期間を設けた上で事前に通知いたします。 

 



11 

 

第第第第９９９９章章章章    通信通信通信通信    
 

（（（（通信通信通信通信利用利用利用利用のののの制限等制限等制限等制限等））））    

第第第第３２３２３２３２条条条条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると

きは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持

のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容と

する通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等（当

社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外の契約者回線等の利用を

制限することがあります。 

機関名 

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

警察機関（海上保安機関を含みます。以下同じとします。） 

防衛機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給の確保に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

当社が別記４に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

国又は地方公共団体の機関 

２ 通信が著しく輻輳したとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超

える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 

３ 光ネットサービス契約者が、当社の光ネットサービスの提供、他の契約者の光ネット

サービスの利用または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし若しくは及ぼすおそ

れのある場合には、その契約回線の最大符号伝送速度など通信の利用を制限する場合が

あります。 
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第第第第１０１０１０１０章章章章    料金等料金等料金等料金等    
 

（（（（料金料金料金料金））））    

第第第第３３３３３３３３条条条条 当社が提供する光ネットサービスの料金等は、料金表に定めるところによりま

す。 

 

（（（（利用料金利用料金利用料金利用料金のののの支払義務支払義務支払義務支払義務））））    

第第第第３４３４３４３４条条条条 光ネットサービス契約者は、光ネットサービス契約に基づいて、当社が光ネッ

トサービスの提供を開始した日（付加機能又は端末設備等についてはその提供を開始し

た日）から起算して、光ネットサービス契約の解除があった日（付加機能又は端末設備

等についてはその廃止があった日）の前日までの期間について、料金表に定める利用料

金を支払っていただきます。 

２ 光ネットサービス契約者は、その契約者が利用している付加機能等により光ネットサ

ービス契約者以外の者が行った通信に係る利用料金についても、当社に対し責任を負わ

なければなりません。 

３ 前項の期間において、利用の一時中断等により光ネットサービスを利用することがで

きない状態が生じたときの利用料金（その光ネットサービスの一部が全く利用できない

状態の場合は、その部分に係る料金額。）の支払いは、次によります。 

（１）利用の一時中断をしたときは、光ネットサービス契約者は、その期間中の利用料金    

を支払っていただきます。 

（２）利用停止があったときは、光ネットサービス契約者は、その期間中の利用料金を支

払っていただきます。 

（３）前２号のほか、光ネットサービス契約者は、次の場合を除き、光ネットサービスを

利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。 

区  別 支払いを要しない料金 

光ネットサービス契約者の責めによらな

い理由により、光ネットサービスを全く利

用できない状態（その契約に係る電気通信

設備による全ての通信に著しい支障が生

じ、全く利用できない状態と同程度になる

場合を含みます。以下この条において同じ

とします。）が生じた場合、又は一部が全

く利用できない状態が生じた場合に、その

ことを当社が知った時刻から起算して、２

４時間以上その状態が継続したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利

用できなかった時間（２４時間の倍数で

ある部分に限ります。）について、２４

時間ごとに日数を計算し、その日数に対

応するその光ネットサービスについて

の利用料金（一部が全く利用できない状

態の場合は、その日数に対応するその部

分に係る料金額。） 

４ 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還し

ます。 

５ 第３項の規定に係わらず、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによ

ります。 
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（（（（手続手続手続手続きにきにきにきに関関関関するするするする料金料金料金料金のののの支払義務支払義務支払義務支払義務））））    

第第第第３５３５３５３５条条条条 光ネットサービス契約者は、光ネットサービスに係る手続きを要する請求をし、

その承諾を受けたときは、料金表に規定する事務手数料等を支払っていただきます。 

 

（（（（債債債債権権権権のののの譲渡譲渡譲渡譲渡））））    

第第第第３６３６３６３６条条条条 当社は、この約款の規定により、光ネットサービス契約者が支払いを要するこ

とになった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり

ます。 

 

 

（（（（料金料金料金料金のののの計算方法等計算方法等計算方法等計算方法等））））    

第第第第３７３７３７３７条条条条 光ネットサービスの料金等の計算方法及び支払方法は、料金表に定めるところ

によります。 

 

（（（（割増金割増金割増金割増金））））    

第第第第３８３８３８３８条条条条 光ネットサービス契約者は、光ネットサービスの料金等の支払いを不当に免れ

た場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）

の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法

により支払っていただきます。 

 

（（（（遅延損害金遅延損害金遅延損害金遅延損害金））））    

第第第第３９３９３９３９条条条条 光ネットサービス契約者は、料金その他の債務（遅延損害金を除きます。）につ

いて支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払い日の

前日までの日数について、年１０％の割合（閏年についても３６５日当たりの割合とし

ます。）で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていた

だきます。ただし、支払期日の翌日から計算して１０日以内に支払いがあった場合は、

この限りではありません。 
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第第第第１１１１１１１１章章章章    保保保保    守守守守    
 

（（（（契約者契約者契約者契約者のののの維持責任維持責任維持責任維持責任））））    

第第第第４０４０４０４０条条条条 光ネットサービス契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備

又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。 

 

（（（（契約者契約者契約者契約者のののの切分責任切分責任切分責任切分責任））））    

第第第第４１４１４１４１条条条条 光ネットサービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線

等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなっ

たときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当

社に修理の請求をしていただきます。 

２ 前項の確認に際して、光ネットサービス契約者から請求があったときは、当社は、光

ネットサービス取扱局において試験を行い、その結果を光ネットサービス契約者に通知

します。 

３ 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合

において、光ネットサービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原

因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、光ネットサービス契約者にそ

の派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派

遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

（注）本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について、当社と保守契約を締結して

いる光ネットサービス契約者には適用しません。 
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（（（（修理又修理又修理又修理又はははは復旧復旧復旧復旧のののの順位順位順位順位））））    

第第第第４２４２４２４２条条条条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部

を修理し又は復旧することができないときは、第３２条（通信利用の制限等）の規定に

より優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を

修理し又は復旧します。この場合、第１順位又は第２順位の電気通信設備は、同条の規

定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 

順位 機関名 

１ 

 

気象機関との契約に係るもの 

水防機関との契約に係るもの 

消防機関との契約に係るもの 

災害救助機関との契約に係るもの 

警察機関との契約に係るもの 

防衛機関との契約に係るもの 

輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 

通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 

電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 

２ 

 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 

水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 

選挙管理機関との契約に係るもの 

当社が別記４に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機

関との契約に係るもの 

預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 

国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの（第１順位となるものを除

きます。） 

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 

（注）当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は減失し

た契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容する光ネットサービス取扱

局を変更することがあります。 

 

 

第第第第１２１２１２１２章章章章    損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償    
 

（（（（責任責任責任責任のののの制限制限制限制限））））    

第第第第４３４３４３４３条条条条 当社は、光ネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき

理由によりその提供をしなかったときは、その光ネットサービスが全く利用できない状

態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用でき

ない状態と同程度になる場合を含みます。以下この条において同じとします。）にあるこ

とを当社が知った時刻から起算して、２４時間以上その状態が連続したときに限り、そ

の光ネットサービス契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者が当該協定事業者

の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りではありません。 

２ 前項の場合において、当社は、光ネットサービスが全く利用できない状態にあること

を当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（２４時間の倍数である部分に限り

ます。以下この条において同じとします。）について、２４時間ごとに日数を計算し、そ
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の日数に対応する光ネットサービスの利用料金（料金表に規定する利用料金。なお、そ

の光ネットサービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額。

以下この条において同じとします。）の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って

賠償します。 

３ 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表に準じて取

り扱います。 

４ 当社の故意又は重大な過失により光ネットサービスの提供をしなかったときは、第１

項及び第２項の規定は適用しません。 

５ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いについて料金表に別段の定

めがある場合は、その定めるところによります。 

 

（（（（免責免責免責免責））））    

第第第第４４４４４４４４条条条条 当社は、光ネットサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修

理又は復旧の工事にあたって、光ネットサービス契約者に関する土地、建物その他の工

作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるとき

は、その損害を賠償しません。 

２ 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更

（以下この条において「改造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、そ

の改造等に要する費用は、負担しません。 

ただし、別表に定める光ネットサービスにおける基本的な技術的事項（以下この条に

おいて「技術的事項」といいます。）の規定の変更（取扱局交換設備の変更に伴う技術的

事項の規定の適用の変更を含みます。）により、現に契約者回線等に接続されている自営

端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する

費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 

３ 当社は、光ネットサービス契約者が光ネットサービスを利用することにより得た情報

等（コンピュータプログラムを含みます。）について何らの責任を負いません。また、こ

れらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても何らの責任を負いません。 

４ 当社は、光ネットサービス契約者が光ネットサービスに係る電気通信設備のファイル

に書き込んだ情報が、掲載停止若しくは削除されたこと、又は掲載停止若しくは削除さ

れなかったことに起因して、その契約者その他第三者に損害が生じたとしても、理由の

いかんにかかわらず、一切責任を負いません。 

５ 当社は、光ネットサービス契約者が電子メール又はホームページ開設のために情報蓄

積装置に蓄積する情報の保存について、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いま

せん。 

６ 当社は、利用停止により光ネットサービス契約者に損害が生じても、理由のいかんに

かかわらず、一切責任を負いません。 

７ 光ネットサービス契約者が光ネットサービスの利用に関連し、他の光ネットサービス

契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の光ネットサービス契約者

又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その光ネットサ

ービス契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当

社は一切責任を負いません。 

８ 当社は、第３１条の２（サービスの廃止）に定める廃止により光ネットサービス契約

者に損害が生じても、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。 
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９ 当社の故意又は重大な過失に基づく場合には、第３項乃至第６項の規定は適用しませ

ん。 

 

 

第第第第１３１３１３１３章章章章    雑雑雑雑    則則則則    
 

（（（（承諾承諾承諾承諾のののの限界限界限界限界））））    

第第第第４５４５４５４５条条条条 当社は、光ネットサービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その

請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社

の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、

その理由をその請求をした光ネットサービス契約者に通知します。 

ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。 

 

（（（（利用利用利用利用にににに係係係係るるるる契約者契約者契約者契約者のののの義務義務義務義務））））    

第第第第４６４６４６４６条条条条 光ネットサービス契約者は次のことを守っていただきます。 

（１）当社が光ネットサービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動、取りはずし、

変更、分解、若しくは破壊、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこ

と。 

ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要が

あるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要

があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかに光ネットサー

ビス取扱所に通知していただきます。 

（２）通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。 

（３）当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が光ネットサービス契

約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 

（４）光ネットサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、光ネットサービス契

約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を当社に無償で使用させる

こと。この土地、建物等について、地主、家主その他の利害関係人があるときは、光

ネットサービス契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。 

（５）光ネットサービス契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理

等を行うため、光ネットサービス契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その

他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。 

（６）当社が光ネットサービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意

をもって保管すること。 

（７）他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法令に反する態様で光

ネットサービスを利用しないこと。 

（８）別記１１に定める禁止事項に抵触しないこと。 

２ 光ネットサービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し又はき損し

たときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用

を支払っていただきます。 
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（（（（契約者以外契約者以外契約者以外契約者以外のののの者者者者のののの利用利用利用利用にににに係係係係るるるる義務義務義務義務））））    

第第第第４７４７４７４７条条条条 光ネットサービス契約者は、その契約者回線等を光ネットサービス契約者以外

の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。 

（１）光ネットサービス契約者は、前条の規定の適用について、その契約者回線等を使用

する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。 

（２）光ネットサービス契約者は、当社が次に定めるこの約款の規定について、その契約

者回線等に接続する端末設備、自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約

者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。 

ア 第４２条（契約者の維持責任） 

イ 第４３条（契約者の切分責任） 

ウ 別記の６（自営端末設備の接続） 

エ 別記の７（自営端末設備に異常がある場合等の検査） 

オ 別記の８（自営電気通信設備の接続） 

カ 別記の９（自営電気通信設備に異常がある場合等の検査） 

 

（（（（ユーザユーザユーザユーザＩＤＩＤＩＤＩＤ及及及及びびびびパスワードパスワードパスワードパスワードのののの管理管理管理管理））））    

第第第第４８４８４８４８条条条条    当社は、契約の成立に伴い光ネットサービス契約者にユーザＩＤとパスワード

を付与します。 

２ 光ネットサービス契約者は、ユーザＩＤ及びパスワードを適切に管理していただきま

す。 

３ 光ネットサービス契約者は、ユーザＩＤ及びパスワード及び本サービスを第三者に利

用させること、貸与、譲渡または売買することはできません。 

４ ユーザＩＤ及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者の不正使用に起

因する損害は光ネットサービス契約者に負っていただき、当社は責任を負いません。 

５ 前項に該当する事実が判明した場合、光ネットサービス契約者は当社に通知してくだ

さい。 

６ 光ネットサービス契約の解除に伴い、光ネットサービス契約者は当社にユーザＩＤを

返還していただきます。 

 

（（（（契約者回線等契約者回線等契約者回線等契約者回線等のののの設置場所設置場所設置場所設置場所のののの提供等提供等提供等提供等））））    

第第第第４９４９４９４９条条条条 光ネットサービス契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等

については、別記５に定めるところによります。 

 

（（（（契約者契約者契約者契約者のののの氏名等氏名等氏名等氏名等のののの通知通知通知通知））））    

第第第第５０５０５０５０条条条条 当社は、別記１５に定める提携事業者又は協定事業者から請求があったときは、

光ネットサービス契約者（その提携事業者又は協定事業者と光ネットサービスを利用す

る上で必要な契約を締結している者に限ります。）の氏名及び住所等をその提携事業者又

は協定事業者に通知することがあります。 

 

（（（（提携事業者等提携事業者等提携事業者等提携事業者等からのからのからのからの通知通知通知通知））））    

第第第第５１５１５１５１条条条条 光ネットサービス契約者は、当社が料金の適用にあたり必要があるときは、提

携事業者又は協定事業者からその料金を適用するために必要な契約者の情報の通知を受

けることについて、承諾していただきます。 
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（（（（契約者契約者契約者契約者にににに係係係係るるるる情報情報情報情報のののの利用利用利用利用））））    

第第第第５２５２５２５２条条条条 当社は、光ネットサービス契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住

所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、提携事業者又は協定事業者の契

約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等、

提携事業者又は協定事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用し

ます。 

（注）業務の遂行上必要な範囲での利用には、光ネットサービス契約者に係る情報を当社

の業務を委託している者に提供する場合を含みます。 

 

（（（（提携事業者等提携事業者等提携事業者等提携事業者等ののののサービスサービスサービスサービスにににに係係係係るるるる料金等料金等料金等料金等のののの回収代行回収代行回収代行回収代行））））    

第第第第５３５３５３５３条条条条 当社は、光ネットサービス契約者から申出があったときは、次の全ての条件を

満たす場合に限り、提携事業者の契約約款等又は協定事業者（当社が別に定める協定事

業者に限ります。以下この条において同じとします。）の契約約款等の規定により提携事

業者又は協定事業者がその契約者に請求することとしたサービスに係る料金に関する費

用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取

扱いを行うことがあります。 

（１）その申出をした光ネットサービス契約者が当社が請求する料金に関する費用の支払

いを現に怠っておらず、又は怠るおそれがないとき。 

（２）その光ネットサービス契約者の申出について、提携事業者又は協定事業者が承諾す

るとき。 

（３）その他当社の業務の遂行上支障がないとき。 

２ 前項の規定により、当社が請求した料金に関する費用について、その光ネットサービ

ス契約者が当社が定める支払い期日を超えてもなお支払わないときは、当社はその光ネ

ットサービス契約者に係る前項の取扱いを廃止します。 

 

（（（（提携事業者等提携事業者等提携事業者等提携事業者等によるによるによるによるサービスサービスサービスサービスにににに係係係係るるるる料金等料金等料金等料金等のののの回収代行回収代行回収代行回収代行））））    

第第第第５４５４５４５４条条条条 当社は、光ネットサービス契約者から申出があったときは、この契約約款の規

定により当社がその契約者に請求することとしたサービスに係る料金等について、当社

の代理人として、提携事業者又は協定事業者からの請求書により請求し、回収する取扱

いを行うことがあります。 

（（（（法令法令法令法令にににに規定規定規定規定するするするする事項事項事項事項））））    

第第第第５５５５５５５５条条条条 光ネットサービスの提供又は利用にあたり、別記６から１０の法令に定めがあ

る事項については、その定めるところによります。 

 

（（（（閲覧閲覧閲覧閲覧））））    

第第第第５６５６５６５６条条条条 光ネットサービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところにより

ます。 

２ 当社は、当社が指定する光ネットサービス取扱所において、光ネットサービスを利用す

る上で参考となる、別記１２に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 

３ 当社は、この約款において、当社が別に定めることとしている事項について、閲覧に供

します。 
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第第第第１４１４１４１４章章章章    附帯附帯附帯附帯サービスサービスサービスサービス    
 

（（（（附帯附帯附帯附帯サービスサービスサービスサービス））））    

第第第第５７５７５７５７条条条条 光ネットサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記１６、１７

に定めるところによります。 
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別別別別        記記記記    
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別別別別    記記記記    

 

１１１１    光光光光ネットサービスネットサービスネットサービスネットサービスのののの提供区域提供区域提供区域提供区域    

光ネットサービスの提供区域は、次に掲げる市町村の区域のうち当社が別に定める区

域とします。 

市町村の区域 

板野郡北島町、松茂町、上板町 

（注）当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、光ネットサービスの需要と

供給の見込み等を考慮して光ネットサービス提供区域を設定します。 

 

２２２２    契約者契約者契約者契約者のののの地位地位地位地位のののの承継承継承継承継    

（１）相続又は法人の合併等により、光ネットサービス契約者の地位の承継があったとき

は、相続人又は合併等の後存続する法人若しくは合併等により設立された法人は、こ

れを証明する書類を添えて、速やかに光ネットサービス取扱所に届け出ていただきま

す。 

（２）（１）の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社に

対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とし

ます。 

（３）当社は、（２）の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者の

うちの１人を代表者として取り扱います。 

 

３３３３    契約者契約者契約者契約者のののの氏名等氏名等氏名等氏名等のののの変更変更変更変更    

（１）光ネットサービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった

ときは、そのことを速やかに光ネットサービス取扱所に届け出ていただきます。 

（２）（１）の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付

していただくことがあります。 

 

４４４４    新聞社等新聞社等新聞社等新聞社等のののの基準基準基準基準    

区 分 基 準 

１ 新聞社 

 

次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

（１）政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議

することを目的として、あまねく発売されること。 

（２）発行部数が一の題号について８，０００部以上であること。 

２ 放送事業者 

 

電波法（昭和２５年法律第１３１号）の規定により放送局の免許

を受けた者 

３ 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた

日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース

若しくは情報（広告を除きます。）をいいます。）を供給すること

を主な目的とする通信社 

 

５５５５    電気通信設備電気通信設備電気通信設備電気通信設備のののの設置場所設置場所設置場所設置場所のののの提供等提供等提供等提供等    

（１）契約者回線等の終端にある構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は建物内にお

いて、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その光ネッ
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トサービス契約者から提供していただきます。 

（２）当社が光ネットサービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、光

ネットサービス契約者から提供していただきます。 

（３）光ネットサービス契約者等は、契約者回線等の終端のある構内（これに準ずる区域

内を含みます。）又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の

特別な設備を使用することを希望するときは、光ネットサービス契約者等の負担によ

りその設備を設置していただきます。 

 

６６６６    自営端末設備自営端末設備自営端末設備自営端末設備のののの接続接続接続接続    

（１）光ネットサービス契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続

されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続すること

ができます。この場合において、事業法第５３条第２項（同法第１０４条第４項にお

いて準用する場合を含む。）、同法第５８条（第１０４条第７項において準用する場合

を含む。）又は同法第６５条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末

設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。 

（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合していないとき。 

イ その接続が事業法施行規則第３１条で定める場合に該当するとき。 

（３）当社は（２）の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第３２条第１項で定める

場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行

います。 

（４）（３）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

（５）光ネットサービス契約者は、事業法第７１条の規定により、工事担任者規則（昭和

６０年郵政省令第２８号）第４条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けて

いる者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなり

ません。 

ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りではありません。 

（６）光ネットサービス契約者がその自営端末設備を変更したときについても、（１）から

（５）の規定に準じて取り扱います。 

（７）光ネットサービス契約者はその契約者回線等に接続されている自営端末設備を取り

外したときは、そのことを当社に通知していただきます。 

 

７７７７    自営端末設備自営端末設備自営端末設備自営端末設備にににに異常異常異常異常があるがあるがあるがある場合等場合等場合等場合等のののの検査検査検査検査    

（１）当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気

通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、光ネットサ

ービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を

受けることを求めることがあります。この場合、光ネットサービス契約者は、正当な

理由がある場合その他事業法施行規則第３２条第２項で定める場合を除いて、検査を

受けることを承諾していただきます。 

（２）（１）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明証を提示します。 

（３）（１）の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められな

いときは、光ネットサービス契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取り外

していただきます。 
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８８８８    自営電気通信設備自営電気通信設備自営電気通信設備自営電気通信設備のののの接続接続接続接続    

（１）光ネットサービス契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続

されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続する

ときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他そ

の接続の請求の内容を特定するための事項について、当社所定の書面に記載し、その

接続の請求をしていただきます。 

（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて

事業法第７０条第１項第２号による総務大臣の認定を受けたとき。 

（３）当社は、（２）の承諾にあたっては、事業法施行規則第３２条第１項で定める場合に

該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。 

（４）（３）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

（５）光ネットサービス契約者は、事業法第７１条の規定により、工事担任者規則（昭和

６０年郵政省令第２８号）第４条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けて

いる者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければ

なりません。 

ただし、同規則第３条で定める場合には、この限りではありません。 

（６）光ネットサービス契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、（１）

から（５）の規定に準じて取り扱います。 

（７）光ネットサービス契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備

を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。 

 

９９９９    自営電気通信設備自営電気通信設備自営電気通信設備自営電気通信設備にににに異常異常異常異常があるがあるがあるがある場合等場合等場合等場合等のののの検査検査検査検査    

契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他の電気通信

サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記７（自営端末設備に異

常がある場合等の検査）の規定に準じて取り扱います。 

 

10101010    当社当社当社当社のののの維持責任維持責任維持責任維持責任    

当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和６０年郵政省

令第３０号）に適合するように維持します。 

 

11111111    光光光光ネットサービスネットサービスネットサービスネットサービスにおけるにおけるにおけるにおける禁止事項禁止事項禁止事項禁止事項    

光ネットサービス契約者は、光ネットサービスの利用にあたり、以下の行為を行わな

いものとします。 

（１）他人の知的財産権（著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等）、その他の権

利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 

（２）他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのあ

る行為。 

（３）他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれ

のある行為。 

（４）脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為。 
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（５）詐欺、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。 

（６）わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信

し、又は掲載する行為。 

（７）法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為（無限連鎖講（ネズミ講）の開設

若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。）。 

（８）光ネットサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。 

（９）他人になりすまして光ネットサービスを利用する行為（偽装するためにメールヘッ

ダー等の部分に細工を行う行為を含みます。）。 

（10）他の契約者等の個人情報を収集又は蓄積する行為。 

（11）有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま

放置する行為。 

（12）画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しよ

うとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。 

（13）本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メール

を送信する行為。 

（14）本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メ

ールを送信する行為。 

（15）継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用

若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。 

（16）その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様で

リンクを張る行為。 

（17）当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる

行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。 

（18）光ネットサービスの一部または全部を第三者（同一契約者回線等を使用する同居の

家族等は除きます）に利用させたり、転貸する行為。 

（19）その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。 

（20）その他、当社が不適切と判断する行為。 

 

 

12121212    技術資料技術資料技術資料技術資料のののの項目項目項目項目    

自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 

 

13131313    管轄裁判所管轄裁判所管轄裁判所管轄裁判所    

この約款に関する訴訟については、その債権額に応じて高松地方裁判所又は高松簡易

裁判所を第一審の管轄裁判所とします。 

 

14141414    情報提供情報提供情報提供情報提供    

当社は、当社が提供する情報等を不定期に、光ネットサービス契約者の電子メールア

ドレスに対して送付させていただく場合があります。 

 

15151515    提携事業者提携事業者提携事業者提携事業者    

  当社は、下記の事業者を提携事業者として扱います。 

株式会社ひのき 



26 

 

16  16  16  16  マカフィーセキュリティサービスマカフィーセキュリティサービスマカフィーセキュリティサービスマカフィーセキュリティサービス、、、、リモートサポートサーリモートサポートサーリモートサポートサーリモートサポートサービスビスビスビス、、、、かけつけかけつけかけつけかけつけサポートサポートサポートサポート    

サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供    

当社は、光ネットサービス契約者から請求があったときは、当社が別に定める方法によ

り、その光ネットサービスに係わるマカフィーセキュリティサービス、リモートサポート

サービス、かけつけサポートサービスを提供します。この場合、光ネットサービス契約者

は、料金表に定める料金を支払っていただきます。 

   

17171717    ドメインドメインドメインドメイン名名名名にににに係係係係るるるる申請手続申請手続申請手続申請手続きのきのきのきの代行等代行等代行等代行等    

（１）当社は、光ネットサービス契約者から請求があったときは、その光ネットサービス

契約者に代わって株式会社日本レジストリーサービス等(以下「ＪＰＲＳ等」といいま

す。)にドメイン名（ＪＰＲＳ等によって割り当てられる組織を示す名称をいいます。

以下同じとします。）の割当て、変更若しくは廃止の申請手続き等を行います。この場

合、光ネットサービス契約者は、ＪＰＲＳ等に対して支払を要することとなる金額に

ついて当社が代位弁済することを了承していただきます。 

（２）当社は、（１）のドメイン名に係る申請手続きについて、次のトップレベルドメイン

に関して取り扱うものとします。 

.jp / .com / .net / .org / .biz / .info 

（３）（１）の場合、光ネットサービス契約者は、料金表に規定する手数料を支払っていた

だきます。 

（４）光ネットサービス契約者は、その契約者回線においてドメイン名を利用している場

合は、料金表に規定する独自ドメイン機能に係る料金を支払っていただきます。 

（５）光ネットサービス契約者は、ドメイン名を利用している場合において、光ネットサ

ービス契約の解除又は付加機能の廃止の申し出が合った時は、そのドメイン名につい

て、速やかに指定事業者(ＪＰＲＳ等に対しドメイン名に係る申請手続き等の代行を行

なう事業者であって、ＪＰＲＳ等が定めるものをいいます。以下この別記１７におい

て同じとします。)の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きにかかる請求をしていた

だきます。 

（６）（５）の場合において、一定期間経過後もなお指定事業者の変更又はドメイン名の廃

止の申請手続きに係る請求が行なわれなかったときは、当社は、そのドメイン名の廃

止の申請手続きを行ないます。 
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料料料料    金金金金    表表表表    
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通則通則通則通則    

    

（（（（料金料金料金料金のののの計算方法等計算方法等計算方法等計算方法等））））    

１ 当社は、光ネットサービス契約者がその光ネットサービスの品目若しくは種別等に応

じて定まる月額料金（基本額、加算額及び付加機能利用料（以下「定額利用料」といい

ます。））とサービス利用実績により定まる料金（以下「通信料」といいます。）を料金月

（１の暦月の起算日（暦月の初日）から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。

以下同じとします。）に従って計算します。 

２ 定額利用料は、起算日において提供されている光ネットサービスの品目若しくは種別

等に準じた料金を適用して算定します。 

（１）提供開始日が含まれる月の定額利用料はいただきません。 

（２）光ネットサービスの解除日又は付加機能の廃止日が起算日以外になる場合は、当該

料金月の定額利用料はいただきます。    

（３）提供開始日と光ネットサービスの解除日又は付加機能の廃止日が同一月となった場

合には、当該料金月の定額利用料はいただきます。 

（４）光ネットサービスの品目若しくは種別等が変更された場合には、起算日時点で光ネ

ットサービス契約者に対して提供されているサービス品目若しくは種別等に応じて定

まる料金を適用して算定します。 

３ 通信料については、料金月に従って１の通信ごとに計算したものの合計額とします。 

 

（（（（端数処理端数処理端数処理端数処理））））    

４ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、

その端数を切り捨てます。 

 

（（（（料金等料金等料金等料金等のののの支払支払支払支払いいいい））））    

５ 光ネットサービス契約者は、料金表に定める料金、事務手数料等及び附帯サービスに

関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて

支払っていただきます。 

６ 光ネットサービス契約者は、料金、事務手数料等及び附帯サービスに関する費用につ

いて、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

 

（（（（料金料金料金料金のののの一括後払一括後払一括後払一括後払いいいい））））    

７ 当社は、当社に特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、光ネットサービ

ス契約者の承諾を得て、２ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支

払っていただくことがあります。 

 

（（（（前受金前受金前受金前受金））））    

８ 当社は、当社が請求することとなる料金、事務手数料等及び附帯サービスに関する費

用について、光ネットサービス契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に

従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さな

いこととします。 
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（（（（消費税相当額消費税相当額消費税相当額消費税相当額のののの加算加算加算加算））））    

９ 第３４条（利用料金の支払義務）から第３５条（手続きに関する料金の支払義務）ま

で及び第５７条（附帯サービス）の規定等により、この料金表に定める料金等の支払い

を要するものとされている額は、この料金表に定める額（税抜価格（消費税相当額を加

算しない額をいいます。以下同じとします。））に基づき計算した額に消費税相当額を加

算した額とします。 

（注）この料金表に表示する括弧内の額は税込価格を表します。 

 

（（（（料金等料金等料金等料金等のののの臨時減免等臨時減免等臨時減免等臨時減免等））））    

10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわ

らず、臨時に、その料金、事務手数料等及び附帯サービスに関する費用を減免すること

があります。この場合、当社は、その災害の被災地及び近隣の光ネットサービス取扱所

に掲示する等の方法により、その旨を周知します。 

また、当社は、この約款の規定にかかわらず、当社の判断により、その料金、工事費、

事務手数料等及び付帯サービスに関する費用を減免することがあります。    
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第第第第１１１１表表表表    料金料金料金料金    

    

第第第第１１１１    利用料金利用料金利用料金利用料金    

１１１１    適用適用適用適用    

区 分 内 容 

（１）品目及び種別等

に係る料金の適用 

ア 光ネットサービスには次の品目があります。 

品 目 内 容 

10Mb/s 最大 10Mbit/s の符号伝送が可能なも

の 

100Mb/s 最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なも

の 

備考 

１ 板野郡北島町、松茂町の２提供区域における 10Mb/s

品目の提供については、ひのき契約約款にもとづいた放

送サービスの提供を受けている場合に限り提供します。 

イ 光ネットサービスには、次表のとおり提供の形態による 

  種別があります。 

種 別 内 容 

プラン１ 

（ホーム） 

 

タイプⅠ  

プラン２以外のもの 

プラン２ 

（マンション） 

オール光 

タイプ 

当社が契約者グループ

（当社が指定する同一の

構内又は建物内に終端が

ある契約者回線に係る契

約者からなるグループを

いいます。以下同じとし

ます。）を設定して提供す

るもののうち、建物の共

用部分に分岐装置を設置

し、各契約者回線にそれ

ぞれ回線終端装置を設置

するもの  

(２)最低利用期間内に

光ネットサービス契

約の解除等があった

場合の料金の適用 

ア 光ネットサービスについては、最低利用期間があります。 

イ 最低利用期間は１年間とします。 

ウ 光ネットサービス契約者は、前項の最低利用期間内に光ネ

ットサービス契約を解除があった場合は、第３４条（利用料

金の支払義務）及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の

期間に対応する利用料金（定額利用料のうち基本額及び加算

額とします。以下この欄において同じとします。）に相当する

額を、一括して支払っていただきます。 

エ 当社は、ウの規定にかかわらず、当社の判断により、その

解除等に要する額を減額して適用することがあります。 
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(３)復旧等に伴い収容

光ネットサービス取

扱局又はその経路を

変更した場合の利用

料金の適用 

当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧をするときに、一

時的に収容光ネットサービス取扱局又はその経路を変更した場

合の定額利用料は、その契約者回線等を変更前の収容光ネット

サービス取扱局又は経路において修理又は復旧したものとみな

して適用します。 

(４) 100Mb/s の品目で

の契約者グループの

契約者回線等の数に

関する料金の適用 

 

ア プラン２の契約者グループの契約者回線等（ただし、１の

契約者回線等において光ネットサービスと光電話サービスを

契約されている場合は１回線とします。）の数が暦月の初日に

おいて次表の契約者回線等の数となった場合には、当該暦月

の初日が含まれる料金月よりその契約者グループの定額利用

料から同表の右欄に規定する額を減額（以下この欄において

「大口割引」といいます。）します。 

種 別 契約者グル

ープの契約

者回線等の

数 

定額利用料の減額 

[１契約者回線等ごとに月額] 

（税込価格） 

８以上～ 

１５以下 

1,200 円 

（1,260 円） 

プラン 

２ 

 
１６以上 1,500 円 

（1,575 円） 

イ プラン２の契約者グループの契約者回線等（ただし、１の

契約者回線等において光ネットサービスと光電話サービスを

契約されている場合は１回線とします。）の数が減少し、アに

規定する大口割引の適用条件を下回った場合、当社が別に定

める期間等により、それまでに適用している大口割引を継続

する場合があります。 

ウ アに規定するプラン２の大口割引の適用条件における契約

者グループの契約者回線等（ただし、１の契約者回線等にお

いて光ネットサービスと光電話サービスを契約されている場

合は１回線とします。）の数は 10Mb/s の品目を含みます。 
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２２２２    料金額料金額料金額料金額    

２２２２－－－－１１１１    定額利用料定額利用料定額利用料定額利用料    

２２２２－－－－１１１１－－－－１１１１    基本額基本額基本額基本額 

 

料金種別 

料金額 

[１契約者回線等ごとに月額] 

（税込価格） 

プラン１に係る

もの（回線終端装

置の使用に係る

利用料を含みま

す。） 

プラン１ 

(ホーム) 

タイプⅠ 4,800 円 

（5,040 円） 

10Mb/s 

プラン２に係る

もの（回線終端装

置の使用に係る

利用料を含みま

す。） 

プラン２ 

（マンションオール

光タイプ） 

4,800 円 

（5,040 円） 

プラン１に係る

もの（回線終端装

置の使用に係る

利用料を含みま

す。） 

プラン１ 

(ホーム) 

タイプⅠ 5,700 円 

（5,985 円） 

100Mb/s 

プラン２に係る

もの（回線終端装

置の使用に係る

利用料を含みま

す。） 

プラン２ 

（マンションオール

光タイプ） 

5,700 円 

（5,985 円） 

備考 

１ 通信の着信先は同時に１つまでとしていただきます。ただし、標準ダイヤルアップ

ＩＰ接続機能、有料ダイヤルアップＩＰ接続機能、海外ローミング機能を利用した場

合に限り、契約者の保有する接続ＩＤの数だけの同時接続を認めるものとします。 
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２２２２－－－－１１１１－－－－２２２２    加算額加算額加算額加算額    

 

料金種別 

基本額への加算額 

[１契約者回線等ごとに月額] 

（税込価格） 

セット１ 

 

サポートサービス（リモートサポー

トと年１回のかけつけサポート）と

のセット 

900 円 

（945 円） 

セット２ 

 

１の契約者回線等において光ネット

サービスと光電話サービスを利用す

る場合のサポートサービス（リモー

トサポートと年１回のかけつけサポ

ート）とのセット 

800 円 

（840 円） 

備考 

１ 本セットは、料金表の第４表に定めるリモートサポートサービスとかけつけサポー

トサービス（本セットの提供を開始した日から起算し、毎年１回のみ利用可能）をセ

ットにしたものです。 

２ 本セットについては、最低利用期間があります。最低利用期間は１年とし、本セッ

トを廃止する契約への変更については、最低利用期間内ではできません。        

３ 本セットを利用する光ネットサービス契約者は、前項の最低利用期間の満了前に解

約した場合には、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通則の規定にかかわら

ず、残余の期間に対応する利用料金に相当する額を、一括して支払っていただきます。 

４ 当社は、前項の規定にかかわらず、当社の判断により、その解除に要する額を減額

して適用することがあります。 

５ 本セットで利用できるかけつけサポートは、１時間以内の作業とします。１時間を

超える場合には、料金表の第４表のかけつけサポートサービスに定める料金をいただ

きます。 

６ 本セットは 10Mb/s の品目を利用している光ネットサービス契約者には適用しませ

ん。 
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２２２２－－－－１１１１－－－－３３３３    付加機能利用料付加機能利用料付加機能利用料付加機能利用料    

区分 単位 料金額 [月額] 

（税込価格） 

基

本

額 

メールアドレス最

大３個まで 

(100MB/１メール

アドレス) 

 

無料 

１メールアドレス

追加ごとに 

(100MB/１メール

アドレス) 

200 円 

（210 円） 

１ 電子

メール機

能 

光ネットサービス取扱局

に設置される電子メール

情報蓄積装置を利用して、

電子メールの蓄積、読み出

し又は転送等を行う機能

をいいます。 
加

算

額 

１メール蓄積容量

100MB 追加ごとに 

200 円 

（210 円） 
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 備

考 

ア 当社は、１の契約者回線につき３のメールアドレスを割当てるもの

とし、１のメールアドレスに蓄積できる通信の情報量は 100MB としま

す。 

イ 光ネットサービス契約者は、利用するメールアドレスの数及び１の

メールアドレスにおいて利用できるメール情報蓄積容量の変更を請求

することができます。 

ウ 追加することができるメールアドレスの数は、最大７個までとしま

す。 

エ 追加することにより付与される１のメールアドレスにおいて利用す

ることができるメール情報蓄積装置の容量は 100MB とします。 

オ メール蓄積容量は、１のメールアドレスごとに 100MB 単位で最大 1GB

まで追加できます。 

カ 光ネットサービス契約者は、当社指定のブラウザまたは携帯電話を 

 利用して電子メールの送信または受信を行うことができます。 

キ 電子メール情報蓄積装置に蓄えられた受信電子メールをあらかじめ

転送先として指定したメールアドレスへ転送することができます。 

ク 当社は光ネットサービス契約に関する技術上又は業務の遂行上やむ

を得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくこと

があります。この場合、あらかじめその旨を光ネットサービス契約者

に通知します。 

ケ 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによりま

す。 

コ 光ネットサービス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が割

当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。）について、

他の電気通信事業者等から異議申し立てがあり、その光ネットサービ

ス契約者からの電子メールの転送を継続して行うことについて光ネッ

トサービスの提供に重大な支障があると認められるときは、当社はそ

の光ネットサービス契約者からの電子メールの転送を停止することが

あります。 

サ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害（ケの規定により現

に蓄積している情報の転送の停止若しくは消去又は電子メールの利用

の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。）については責任

を負いません。 

シ 電子メールの利用に係るその他の提供条件は、当社が別に定めると

ころによります。 

基

本

額 

１のホームペー

ジアドレス利用

につき 

(20MB) 

 

無料 

２ ホー

ムページ

開設機能 

光ネットサービス取扱局

に設置されるホームペー

ジ情報蓄積装置を利用し

て、ホームページに係る情

報の蓄積又は公開等を行

う事ができる機能をいい

ます。 

加

算

額 

１ホームページ

蓄積容量 5MB 追

加ごとに 

200 円 

（210 円） 
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 備

考 

ア 当社は、１の契約者回線につき１のホームページアドレスを割当てる

ものとし、１のホームページアドレスに蓄積できる通信の情報量は20MB

とします。 

イ 光ネットサービス契約者は、１のホームページアドレスごとに５MB

単位で最大 80MB まで蓄積容量を追加することができます。 

ウ 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときそ

の他光ネットサービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障が

あるときは、現にホームページとして蓄積している情報の公開を停止

し、又は消去することがあります。 

エ 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は

法令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現

にホームページとして蓄積している情報の公開の停止を行うことがあ

ります。 

オ 当社は、エの規定により現にホームページとして蓄積している情報の

公開の停止をされた光ネットサービス契約者が、なおその事実を解消し

ないときは、その光ネットサービス契約者に係るホームページの利用の

廃止を行うことがあります。 

カ エからオまでの規定により、現にホームページとして蓄積している情

報の公開の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場

合は、当社はあらかじめ、その旨を光ネットサービス契約者に通知しま

す。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

キ 当社は、光ネットサービス契約者が一定期間ホームページの情報の蓄

積を行わないときは、その光ネットサービス契約者のホームページの利

用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、その

旨を光ネットサービス契約者に通知します。 

ク 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害（ウからオまでの規

定及びキの規定により現にホームページとして蓄積している情報の公

開の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行ったことに

伴い発生する損害を含みます。）については、責任を負いません。 

ケ ホームページの利用に係るその他の提供条件は、当社が別に定めると

ころによります。    

３ ウイ

ルスチェ

ック機能 

光ネットサービスに係る

情報蓄積装置を経由する

電子メールに対して、コン

ピュータウイルス（通信や

コンピュータ等の機能に

妨害を与えるためのプロ

グラムであって、当社が別

に定めるものをいいます。

以下同じとします。）が含

まれる場合において、当該

コンピュータウイルスを

検知及び駆除又は削除等

する機能をいいます。 

基

本

額 

 

無料 
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 備

考 

ア 当社は、本機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに含

まれるコンピュータウイルス（以下「ウイルス」といいます。）につい

て、当社が別に定めるソフトウェアを用いてウイルスの検知及び駆除又

は削除を行います。ただし、駆除又は削除可能なウイルスは、ウイルス

の検知及び駆除又は削除の実施時における、当社が別に定めるウイルス

パターンファイル（コンピュータウイルスを検知するため、各々のウイ

ルスの特徴をパターンとしてまとめたもの）により対応可能なウイルス

とします。 

イ 本機能は、ウイルスチェックとして完全な機能を果たすことを保証す

るものではありません。 

ウ 当社は、本機能利用に伴い発生する損害については、責任を負いませ

ん。 

エ 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、ウの規定

は適用しません。 

オ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところ

によります。 

光ネットサービス契約者

がホームページの閲覧を

する場合に、当社が別に定

めるところにより指定し

たホームページの閲覧を

規制する機能をいいます。 

 

１識別ＩＤごと 

 

200 円 

（210 円） 

 

４ ホー

ムページ

閲覧規制

機能 

備

考 

ア 当社は、１の契約者回線につき１の機能を提供します。 

イ 本機能は、ホームページ閲覧規制として完全な機能を果たすことを保

証するものではありません。 

ウ 本サービスにおいて、その他提供条件については、デジタルアーツ株

式会社と光ネットサービス契約者とのエンドユーザライセンス契約（利

用規約）に準じます。 

エ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いま

せん。 

オ 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、エの規定

は適用しません。 

カ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところ

によります。 

５ 標準

ダイヤル

アップＩ

Ｐ接続機

能 

 

四国内においてダイヤル

アップ回線に電話回線、Ｉ

ＳＤＮ回線等を使用して、

インターネットプロトコ

ルによる通信が利用でき

る機能をいいます。 

 

－ 

 

無料 
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 備

考 

 

 

ア 標準ダイヤルアップＩＰ接続機能において利用することができる接

続ＩＤの数は、１に限ります。 

イ  光ネットサービス契約者は、ダイヤルアップ回線から当社が別に定

める通信方式により、当社が別に定めるダイヤルアップアクセスポイ

ントに接続して通信を行うことができます。 

ウ 本機能は、四国内３３ヶ所の当社が別途指定する第２ダイヤルアッ

プアクセスポイント（アナログ／ISDN 対応）およびＰＨＳ対応ダイヤ

ルアップアクセスポイントにおいてダイヤルアップＩＰ接続機能を提

供します。 

エ  当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、ダ

イヤルアップアクセスポイント番号を変更することがあります。 

オ  当社は、ダイヤルアップ回線の通信の品質を保証いたしません。 

カ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるとこ

ろによります。 

本邦内においてダイヤル

アップ回線に電話回線、Ｉ

ＳＤＮ回線等を使用して、

インターネットプロトコ

ルによる通信が利用でき

る機能をいいます。 

 

１接続ＩＤ追加 

ごとに 

 

1,000 円 

（1,050 円） 

 

６ 有料

ダイヤル

アップＩ

Ｐ接続機

能 

 

備

考 

 

 

ア  当社は、光ネットサービス契約者からの請求に基づき、当社が別に

定める数の範囲内において、接続ＩＤの割当てを行います。 

イ  光ネットサービス契約者は、ダイヤルアップ回線から当社が別に定

める通信方式により、当社が別に定めるダイヤルアップアクセスポイ

ントに接続して通信を行うことができます。 

ウ  当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、ダ

イヤルアップアクセスポイント番号を変更することがあります。 

エ  当社は、ダイヤルアップ回線の通信の品質を保証いたしません。 

オ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるとこ

ろによります。 
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専ら本邦外の国若しくは

地域において、インターネ

ットプロトコルによる通

信が利用できる機能をい

います。 

 

１接続ＩＤ追加 

ごとに 

 

300 円 

（315 円） 

７ 海外

ローミン

グ機能 

 

備

考 

ア  当社は、当社が別に定める海外ローミングサービス提供事業者のイ

ンターネット接続サービスを利用して、海外ローミング機能を提供い

たします。 

イ 海外ローミング機能の通信方式には、ダイヤルアップ回線を利用す

るもの、無線 LAN を利用するものがあります。 

ウ  当社は、光ネットサービス契約者からの請求に基づき、当社が別に

定める数の範囲内において、接続ＩＤの割当てを行います。 

エ  光ネットサービス契約者は、接続 ID等を用い海外ローミングサービ

ス提供事業者が別に定める通信方式により、海外ローミングサービス

提供事業者が別に定める電気通信設備に接続して通信を行うことがで

きます。 

オ  海外ローミングサービス提供事業者は、海外ローミング機能で利用

する電気通信設備を変更することがあります。 

カ  当社は、ダイヤルアップ回線又は無線 LAN の通信の品質を保証いた

しません。 

キ  本機能の取扱いについては、本邦外の法令、本邦外の電気通信事業

者の定める契約約款等により制限されることがあります。 

ク 本機能におけるその他提供条件については、別途定める利用規約に

準じます。    
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基

本

額 

１機能ごと 1,000 円 

（1,050 円） 

１メールアドレ

ス追加ごとに

(100MB/ １ メ ー

ルアドレス) 

200 円 

（210 円） 

１メール蓄積容

量 100MB 追加ご

とに 

200 円 

（210 円） 

光ネットサービス契約者

が利用する電子メール機

能、ホームページ開設機能

の増強を合わせて行う機

能をいいます。 

（ただし、独自ドメイン機

能において提供する電子

メール機能、ホームページ

機能は除きます。） 

加

算

額 

１ホームページ

蓄積容量 5MB 追

加ごとに 

200 円 

（210 円） 

８ プレ

ミア機能 

備

考 

ア 当社は、本機能１契約につき、１（電子メール機能）により無料提

供する最大３のメールアドレスに加え、最大２のメールアドレス（合

計５のメールアドレス）を追加割り当てするものとし、１のメールア

ドレスに蓄積できる通信の情報量は 100MB とします。 

イ 本機能の契約者は、利用するメールアドレスの数及び１のメールア

ドレスにおいて利用できるメール情報蓄積容量の変更を請求すること

ができます。 

ウ １（電子メール機能）に定める規定にかかわらず、追加することが

できるメールアドレスの数は、最大５個までとします。 

エ 追加することにより付与される１のメールアドレスにおいて利用す

ることができるメール情報蓄積装置の容量は 100MB とします。 

オ １（電子メール機能）に定める規定にかかわらず、メール蓄積容量

は、１のメールアドレスごとに 100MB 単位で最大 1GB まで追加できま

す。 

カ 当社は、本機能１契約につき、２（ホームページ開設機能）により

無料提供する蓄積情報量の最大 20MB に加え、最大 30MB の情報量を割

当てるものとし、１のホームページアドレスに蓄積できる通信の情報

量は最大 50MB とします。 

キ ２（ホームページ開設機能）に定める規定にかかわらず、本機能の

契約者は、１のホームページアドレスごとに５MB単位で最大 50MB まで

蓄積容量を追加することができます。 

ク 電子メールの利用に係るその他の提供条件は、１（電子メール機能）

における備考のキからサに定めるところによります。 

ケ ホームページの利用に係るその他の提供条件は、２（ホームページ

開設機能）における備考のウからケに定めるところによります。 
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光ネットサービス契約者

が所有するドメイン名を、

光ネットサービス取扱局

に設置された情報蓄積装

置にあらかじめ登録する

ことにより、利用に係る電

子メール機能、ホームペー

ジ機能等を、そのドメイン

名により利用することが

できる機能をいいます。 

－ 当社が別に定める額 

９ おて

がるサー

バー（独

自ドメイ

ン）機能 

 

 

 

 

備

考 

ア 当社は、当社が別に定める額及びおてがるサーバー機能の提供条件

等をおてがるサーバーサービス利用規約に定めるところによります。 

ベーシック 無料 

 

 

プラス 450 円 

（473 円） 

 

光ネットサービス取扱局

に設置されるホームペー

ジ情報蓄積装置等を利用

して、日記型ホームページ

に係る情報の蓄積又は公

開等が容易に行うことが

できる機能をいいます。 プロ 950 円 

（998 円） 

 

１０ ブ

ログ機能 

 

 

 

 

備

考 

 

 

ア 本機能において登録することができるサービスは、ベーシック、プ

ラス、プロの何れか、１に限ります。 

イ 本機能登録月の利用料金は、無料となります。 

ウ 本付加機能の廃止登録後 2ヶ月間は、新たに登録いただけません。 

エ ベーシック、プラス、プロの何れかのサービスから他のサービスへ

変更することができます。その場合における当月の料金は、最も高い

サービスの料金を適用します。 

オ 本機能におけるその他提供条件については、別途定める利用規約に

準じます 
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基
本
額 

１オーナーＩＤ 

４メンバーＩＤ 

蓄積容量 50MB 

無料 

１オーナーＩＤ

追加ごとに 

200 円 

（210 円） 

１０メンバーＩ

Ｄ追加ごとに 

100 円 

（105 円） 

光ネットインターネット

サービス取扱局に設置さ

れる情報蓄積装置を利用

して、光ネットサービス

契約者と同契約者が指定

したユーザ間で情報の蓄

積、閲覧ができる機能を

いいます。 

加
算
額 

蓄積容量50MB追

加ごとに 

200 円 

（210 円） 

１１ グ

ループコ

ミュニケ

ーション

機能 

 

 

 

 

備

考 

 

 

ア 光ネットサービス契約者は、オーナーＩＤを最大 5 個まで登録する

ことができます。 

イ １のオーナーＩＤで蓄積できる通信の情報量は、基本で 50MB とし、

最大 500MB まで蓄積容量を追加できるものとします。 

ウ １のオーナーＩＤで、１のグループを登録することができます。 

エ １のグループに登録できるメンバーＩＤは、基本で４とし、最大５

４までメンバーを登録することができます。 

オ 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又

は法令に違反する態様で本機能が利用されていると認めた場合は、本

機能の停止を行うことがあります。 

カ 本機能におけるその他提供条件については、別途定める利用規約に

準じます 

光ネットインターネット

サービス取扱局に設置さ

れる情報蓄積装置を利用

して、光ネットサービス

契約者と同契約者が指定

したユーザ間で文字、画

像、動画によるコミュニ

ケーションができる機能

をいいます。 

 

 

 

1 接続ＩＤ追加 

ごとに 

 

 

 

200 円 

（210 円） 

１２ 映

像コミュ

ニケーシ

ョン機能 

 

 

 

 

備

考 

ア 本機能におけるその他提供条件については、別途定める利用規約に

準じます 
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２２２２－－－－２２２２    通信料通信料通信料通信料    

 

（１）海外ローミング機能に係わるもの 

区 分 

 

単 位 料金額 

（税込価格） 

通常 １分ごとに 20 円 

（21 円） 

ダイヤルアップ 

トールフリー １分ごとに 60 円 

（63 円） 

全世界 １分ごとに 40 円 

（42 円） 

海外ロー

ミング機

能通信料 

無線 LAN 

北米 

（T-Mobile） 

１日ごとに 1,600 円 

(1,680 円) 

備考 

１ 本機能の通信料は、当社が別に定める海外ローミングサービス提供事業者が測定した

利用実績により光ネットサービス契約者に請求します。  

２ ダイヤルアップ（通常）をご利用の場合、提携 ISP（海外ローミング機能を提供する

ために当社が海外ローミングサービス提供事業者を通じて間接的に提携関係にあるイン

ターネット接続サービス事業者をいいます。以下同じとします。）のアクセスポイントま

での接続にかかる費用が別途必要です。 

３ ダイヤルアップ（トールフリー）をご利用の場合、提携 ISP のアクセスポイントまで

の接続にかかる費用及び通信料が合算され光ネットサービス契約者に請求されます。 

４ 料金算定の単位が分ごとの場合、通信料は 1通信毎に 1分単位で切り上げして算定し

ます。 

５ 料金算定の単位が日ごとの場合、現地時間において 0:00～23:59 までの間で使用され

た場合、１日とみなします。 

６ 本機能におけるその他提供条件については、別途定める利用規約に準じます。 
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    第第第第２２２２表表表表    事務手数料等事務手数料等事務手数料等事務手数料等    

    

１１１１    適用適用適用適用    

 

手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。 

区 分 内 容 

（１）事務手数料等に係る料金

の適用 

ア 光ネットサービス契約者からの請求により、付加機能

の内容の開始、変更又は廃止を行う場合は、光ネットサ

ービス契約者は２（料金額）に規定する手数料の支払い

を要します。 

（２）事務手数料等の適用除外

又は減額等 

 

ア 当社は、２（料金額）の規定にかかわらず、事務処理

の態様等を勘案して、別に定めるところにより、手続き

に関する料金の適用を除外し、又は、その額を減額して

適用することがあります。 
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２２２２    料金額料金額料金額料金額    

 

（１）付加機能に係るもの 

ア 電子メール機能に係るもの 

種 別 単 位 料金額 

（税込価格） 

受信電子メール転送設定手数

料 

１メールアドレス

ごとに 

300 円 

（315 円） 

（ただし、お客さま自身が設定され

る場合は無料とします。） 

 

イ 有料ダイヤルアップＩＰ接続機能に係るもの 

区 分 単 位 料金額 

（税込価格） 

有料ダイヤルアップＩＰ接続

機能開始手数料 

１接続ＩＤごとに 1,000 円 

（1,050 円） 

 

ウ 海外ローミング機能に係るもの 

区 分 単 位 料金額 

（税込価格） 

海外ローミング機能開始手数

料 

１接続ＩＤごとに 1,000 円 

（1,050 円） 

海外ローミング機能廃止手数

料 

１接続ＩＤごとに 1,000 円 

（1,050 円） 

備考 

海外ローミング機能廃止に必要な手数料については、光ネットサービス契約の解除の

際には適用しません。 

 

エ おてがるサーバー（独自ドメイン）機能に係るもの 

種別 単 位 料金額 

（税込価格） 

－ － 当社が別に定める額 

備考 
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第第第第３３３３表表表表    附帯附帯附帯附帯サービスサービスサービスサービスにににに関関関関するするするする料金料金料金料金    

第第第第１１１１    マカフィーセキュリティサービスマカフィーセキュリティサービスマカフィーセキュリティサービスマカフィーセキュリティサービス利用料利用料利用料利用料 

区 分 単位 料金額 [月額] 

（税込価格） 

日本ネットワークアソシ

エイツ株式会社（「ネット

ワークアソシエイツ」）が

提供するセキュリティソ

フトウェアのエンドユー

ザライセンス契約を、当社

を通じて販売するサービ

スをいいます。 

１ＩＤごと マカフィー・ウイルススキャン、 

マカフィー・パーソナルファイアウ

ォールプラス、 

マカフィー・スパムキラー、 

マカフィー・プライバシーサービス 

各 250 円 

（各 262 円） 

マカフィー・セキュリティスイート

（上記４つのセット） 

500 円 

（525 円） 

マカフィ

ーセキュ

リティサ

ービス 

備

考 

 

ア 当社は、１のＰＣにつき、１のサービスを提供します。ただし、ＩＤ

の申込の際には、１の電子メールアドレス（付加機能として提供する２

－１－３の１ 電子メール機能により提供されるメールアドレスであ

り、かつ重複しないものに限る）につき１のＩＤを提供します。 

イ 本サービスにおいて、その他提供条件については、日本ネットワーク

アソシエイツ株式会社と光ネットサービス契約者とのエンドユーザラ

イセンス契約（利用規約）に準じます。 

ウ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負

いません。 

エ 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、エの規定

は適用しません。 
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第第第第２２２２    リモートサポートサービスリモートサポートサービスリモートサポートサービスリモートサポートサービスにににに関関関関するするするする料金料金料金料金    

１１１１    リモートサポートサービスリモートサポートサービスリモートサポートサービスリモートサポートサービス利用料利用料利用料利用料 

区 分 単位 料金額 [月額] 

（税込価格） 

光ネットサービス契約者

のパソコンとサポートセ

ンターのパソコンを、当社

が別に定める専用ソフト

ウェアを利用し、光ネット

経由で接続することによ

り、光ネットサービス契約

者のパソコンの操作を遠

隔地点からサポートする

サービスをいいます。 

 

１識別ＩＤごと 

 

500 円 

（525 円） 

 

リモート

サポート

サービス 

備

考 

ア 当社は、１の契約者回線につき１のサービスを提供します。 

イ 本サービスは、特定作業を一助する為のものであり、当該作業に完全

に適合する事を保証するものではありません。 

ウ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負

いません。 

エ 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、ウの規定

は適用しません。 

オ 本機能は 10Mb/s の品目を利用している光ネットサービス契約者には

適用しません。 

カ 本サービスにおいて、その他提供条件については当社が別に定めると

ころによります。 

    

２２２２    リモートリモートリモートリモートサポートサービスサポートサービスサポートサービスサポートサービスにににに係係係係るるるる手数料手数料手数料手数料 

区 分 単 位 料金額 

（税込価格） 

リモートサポートサービス開

始手数料 

１申込ごとに 1,000 円 

（1,050 円） 

備考 

光ネット申込みの際にセット１又はセット２を申し込まれた場合には、リモートサポ

ートサービス開始にかかる手数料は適用しません。（ただし、光ネットサービスの種別等

の変更より、セット１、２以外の種別等からセット１又はセット２へ変更する場合には、

上記の料金額が必要となります。）    
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第第第第３３３３    かけつけかけつけかけつけかけつけサポートサービスサポートサービスサポートサービスサポートサービス利用料利用料利用料利用料 

区 分 単位 料金額 

（税込価格） 

光ネットサービス契約者

のパソコン設置箇所に訪

問し、当社が別に定めるメ

ニューによる設定サポー

トを行うサービスをいい

ます。 

１訪問ごと １時間まで 

7,000 円 

（7,350 円） 

 

１時間を超過し、３０分毎に 

3,500 円 

（3,675 円） 

かけつけ

サポート

サービス 

備

考 

ア 当社は、１の光ネットサービス契約者の１の要請につき１のサービス

を提供します。 

イ 本サービスは、特定作業を代行する為のものであり、当該作業に完全

に適合する事を保証するものではありません。 

ウ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負

いません。 

エ 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、ウの規定

は適用しません。 

オ 本サービスにおいて、その他提供条件については当社が別に定めると

ころによります。 

 

第第第第４４４４    申請手数料申請手数料申請手数料申請手数料    

区 分 単 位 料金額 

（税込価格） 

申請手数料 １ドメイン名の 

申請ごとに    

1,000 円 

（1,050 円） 

（注）上記の手数料のほか、ＪＰＲＳ等への手数料（実費）が必要です。 

 

第第第第５５５５    ドメインドメインドメインドメイン名維持管理料名維持管理料名維持管理料名維持管理料    

区分 単位 料金額（月額） 

（税込価格） 

ドメイン名維持管理料 

 

１ドメイン名 

ごとに 

500 円 

（525 円） 
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別別別別        表表表表
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別表 光ネットサービスにおける基本的な技術的事項 

光ネットサービス 

品目 インタフェース条件 

10Mb/s 

100Mb/s 

 

IEEE802.3 準拠 100BASE-TX 又は 10BASE-T 

(ISO 8877 準拠 RJ-45 ８ピンモジュラーコネクタ) 
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附附附附        則則則則    



52 

附附附附    則則則則    

 

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１７年４月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１７年４月１日から平成１７年５月３１日までの間に光ネットサービス契約の申

込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特

例措置を実施します。 

（１）利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から１年間

に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）を減額します。 

（２）光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき契約約款にも

とづいた放送サービスの提供を受けている場合、プラン１に係る新規契約に伴う工

事費について、工事費の総額から４１，０００円（税込４３，０５０円）を減額し

ます。光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき契約約款

にもとづいた放送サービスの提供を受けていない場合、プラン１に係る新規契約に

伴う工事費について、工事費の総額から２０，０００円（税込２１，０００円）を

減額します。 

（３）リモートサポートサービスに係る手数料については、０円とします。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

４ 平成１７年９月３０日までに光ネットサービス契約者が契約者回線等の移転の請求を

行い、かつ当社が承諾した場合は、料金表に定める契約者回線等の移転に係る工事費の

移転先での配線工事費は適用しません。 

５ 平成１７年９月３０日までは、第１３条（最低利用期間）に定める最低利用期間内に

光ネットサービス契約の解除があった場合の料金は適用しません。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この改正約款は、平成１７年４月１５日から実施します。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１７年５月２３日から実施します。 

 

（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置）））） 

２ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな 

 かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 



53 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１７年６月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１７年６月１日から平成１７年８月３１日までの間に光ネットサービス契約の申

込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特

例措置を実施します。 

（１）利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から１年間

に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）を減額します。 

（２）光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき契約約款にも

とづいた放送サービスの提供を受けている場合、プラン１に係る新規契約に伴う工

事費について、工事費の総額から４１，０００円（税込４３，０５０円）を減額し

ます。光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき契約約款

にもとづいた放送サービスの提供を受けていない場合、プラン１に係る新規契約に

伴う工事費について、工事費の総額から２０，０００円（税込２１，０００円）を

減額します。 

（３）リモートサポートサービスに係る手数料については、０円とします。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この改正約款は、平成１７年６月１０日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 徳島県板野郡上板町の提供区域において、平成１７年６月１０日から平成１７年７月

３１日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を

開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。 

（１）利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から１年間

に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）を減額します。 

（２）光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき契約約款にも

とづいた放送サービスの提供を受けている場合、プラン１に係る新規契約に伴う工

事費について、工事費の総額から４１，０００円（税込４３，０５０円）を減額し

ます。光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき契約約款

にもとづいた放送サービスの提供を受けていない場合、プラン１に係る新規契約に

伴う工事費について、工事費の総額から２０，０００円（税込２１，０００円）を

減額します。 

（３）リモートサポートサービスに係る手数料については、０円とします。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光
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ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

４ ２の特例措置の適用については、当社が別に定める申込数の制限があります。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１７年７月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１７年７月１日から平成１７年８月３１日までの間に光ネットサービスの提供を

開始した光ネットサービス契約者には、次の特例措置を実施します。 

（１）提供開始日が起算日になる場合は、料金表通則の規定に係らず、当該月の定額利

用料を無料とします。 

 

（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置）））） 

３ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな 

 かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１７年７月１９日から実施します。 

 

（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置）））） 

２ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな 

 かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１７年８月１１日から実施します。 

 

（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置）））） 

２ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな 

 かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１７年９月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１７年９月１日から平成１７年１１月３０日までの間に光ネットサービス契約の

申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の

特例措置を実施します。 
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（１）利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から１年間

に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）を減額します。 

（２）光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき契約約款にも

とづいた放送サービスの提供を受けている場合、プラン１に係る新規契約に伴う工

事費について、工事費の総額から４１，０００円（税込４３，０５０円）を減額し

ます。光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき契約約款

にもとづいた放送サービスの提供を受けていない場合、プラン１に係る新規契約に

伴う工事費について、工事費の総額から２０，０００円（税込２１，０００円）を

減額します。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１７年１１月１日から実施します。 

 

（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置）））） 

２ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな 

 かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１７年１２月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１７年１２月１日から平成１８年２月２８日までの間に光ネットサービス契約の

申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の

特例措置を実施します。 

（１）利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から１年間

に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）を減額します。 

（２）光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき契約約款にも

とづいた放送サービスの提供を受けている場合、プラン１に係る新規契約に伴う工

事費について、工事費の総額から４１，０００円（税込４３，０５０円）を減額し

ます。光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき契約約款

にもとづいた放送サービスの提供を受けていない場合、プラン１に係る新規契約に

伴う工事費について、工事費の総額から２０，０００円（税込２１，０００円）を

減額します。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 
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附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１８年３月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１８年３月１日から平成１８年３月３１日までの間に光ネットサービス契約の申

込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特

例措置を実施します。 

（１）利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から１年間

に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）を減額します。 

（２）光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき契約約款にも

とづいた放送サービスの提供を受けている場合、プラン１に係る新規契約に伴う工

事費について、工事費の総額から４１，０００円（税込４３，０５０円）を減額し

ます。光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき契約約款

にもとづいた放送サービスの提供を受けていない場合、プラン１に係る新規契約に

伴う工事費について、工事費の総額から２０，０００円（税込２１，０００円）を

減額します。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

４ ２の特例措置は、以下の場合は適用されません。 

（１） 現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一 

の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以

降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解除した場合。 

（２） 過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から６ 

ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。 

 

（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置）））） 

５ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな 

 かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１８年４月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日までの間に光ネットサービス契約の申

込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特

例措置を実施します。 

（１） １００Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課

金される月から１年間に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，

０５０円）、プラン２は契約者グループの契約者回線等の数が１～７までの場合は
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１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）、契約者グループの契約者回線等

の数が８以上の場合は、１ヶ月あたり５００円（税込５２５円）を減額します。 

（２） １０Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金

される月から１年間に限り、プラン１、プラン２ともに１ヶ月あたり１，０００

円（税込１，０５０円）を減額します。 

（３）光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき契約約款にも

とづいた放送サービスの提供を受けている場合、プラン１、プラン２に係る新規契

約に伴う工事費について、工事費の総額から４１，０００円（税込４３，０５０円）

を減額します。光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき

契約約款にもとづいた放送サービスの提供を受けていない場合、プラン１、プラン

２に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から２０，０００円（税込

２１，０００円）を減額します。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

４ ２の特例措置は、以下の場合は適用されません。 

（１）現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一 

の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以

降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解除した場合。 

（２）過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から６ 

ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。 

 

（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置）））） 

５ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな 

 かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１８年６月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１８年６月１日から平成１８年６月３０日までの間に光ネットサービス契約の申

込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特

例措置を実施します。 

（１） １００Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課

金される月から１年間（１２ヶ月分）に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，００

０円（税込１，０５０円）、プラン２は契約者グループの契約者回線等の数が１～

７までの場合は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）、契約者グループ

の契約者回線等の数が８以上の場合は、１ヶ月あたり５００円（税込５２５円）

を減額します。 

（２） １０Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金

される月から１年間に限り、プラン１、プラン２ともに１ヶ月あたり１，０００
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円（税込１，０５０円）を減額します。 

 

（３） 光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき契約約款にも 

とづいた放送サービスの提供を受けている場合、プラン１、プラン２に係る新規

契約に伴う工事費について、工事費の総額から４１，０００円（税込４３，０５

０円）を減額します。光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会

社ひのき契約約款にもとづいた放送サービスの提供を受けていない場合、プラン

１、プラン２に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から２０，０

００円（税込２１，０００円）を減額します。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

４ ２の特例措置は、以下の場合は適用されません。 

（１）現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一 

の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以

降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解除した場合。 

（２）過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から６ 

ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。 

 

（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置）））） 

５ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな 

 かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附附附附    則則則則 

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

 

１ この約款は、平成１８年６月３０日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな 

 かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１８年７月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１８年７月１日から平成１８年８月３１日までの間に光ネットサービス契約の申

込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特

例措置を実施します。 

（１） １００Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課

金される月から１年間（１２ヶ月分）に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，００
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０円（税込１，０５０円）、プラン２は契約者グループの契約者回線等の数が１～

７までの場合は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）、契約者グループ

の契約者回線等の数が８以上の場合は、１ヶ月あたり５００円（税込５２５円）

を減額します。 

（２） １０Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金

される月から１年間に限り、プラン１、プラン２ともに１ヶ月あたり１，０００

円（税込１，０５０円）を減額します。 

（３） 光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき契約約款にも 

とづいた放送サービスの提供を受けている場合、プラン１、プラン２に係る新規

契約に伴う工事費について、工事費の総額から４１，０００円（税込４３，０５

０円）を減額します。光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会

社ひのき契約約款にもとづいた放送サービスの提供を受けていない場合、プラン

１、プラン２に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から２０，０

００円（税込２１，０００円）を減額します。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

４ ２の特例措置は、以下の場合は適用されません。 

（１）現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一 

の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以

降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解除した場合。 

（２）過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から６ 

ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。 

 

（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置）））） 

５ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな 

 かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１８年９月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１８年９月１日から平成１８年９月３０日までの間に光ネットサービス契約の申

込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特

例措置を実施します。 

（１） １００Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課

金される月から１年間（１２ヶ月分）に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，００

０円（税込１，０５０円）、プラン２は契約者グループの契約者回線等の数が１～

７までの場合は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）、契約者グループ

の契約者回線等の数が８以上の場合は、１ヶ月あたり５００円（税込５２５円）

を減額します。 
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（２） １０Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金

される月から１年間に限り、プラン１、プラン２ともに１ヶ月あたり１，０００

円（税込１，０５０円）を減額します。 

（３） 光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき契約約款にも 

とづいた放送サービスの提供を受けている場合、プラン１、プラン２に係る新規

契約に伴う工事費について、工事費の総額から４１，０００円（税込４３，０５

０円）を減額します。光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会

社ひのき契約約款にもとづいた放送サービスの提供を受けていない場合、プラン

１、プラン２に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から２０，０

００円（税込２１，０００円）を減額します。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

４ ２の特例措置は、以下の場合は適用されません。 

（１）現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一 

の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以

降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解除した場合。 

（２）過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から６ 

ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。 

 

（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置）））） 

５ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな 

 かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１８年１０月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１８年１０月１日から平成１８年１１月３０日までの間に光ネットサービス契約

の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次

の特例措置を実施します。 

（１） １００Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課

金される月から１年間（１２ヶ月分）に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，００

０円（税込１，０５０円）、プラン２は契約者グループの契約者回線等の数が１～

７までの場合は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）、契約者グループ

の契約者回線等の数が８以上の場合は、１ヶ月あたり５００円（税込５２５円）

を減額します。 

（２） １０Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金

される月から１年間に限り、プラン１、プラン２ともに１ヶ月あたり１，０００

円（税込１，０５０円）を減額します。 

（３） 光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会社ひのき契約約款にも 
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とづいた放送サービスの提供を受けている場合、プラン１、プラン２に係る新規

契約に伴う工事費について、工事費の総額から４１，０００円（税込４３，０５

０円）を減額します。光ネットサービス契約者が株式会社ひのきが定める株式会

社ひのき契約約款にもとづいた放送サービスの提供を受けていない場合、プラン

１、プラン２に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から２０，０

００円（税込２１，０００円）を減額します。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

４ ２の特例措置は、以下の場合は適用されません。 

（１）現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一 

の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以

降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解除した場合。 

（２）過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から６ 

ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。 

 

（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置）））） 

５ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな 

 かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１８年１１月１日から実施します。 

 

（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置）））） 

５ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな 

 かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１８年１２月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１８年１２月１日から平成１９年１月３１日までの間に光ネットサービス契約の

申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の

特例措置を実施します。 

（１） １００Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課

金される月から１年間（１２ヶ月分）に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，００

０円（税込１，０５０円）、プラン２は契約者グループの契約者回線等の数が１～

７までの場合は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）、契約者グループ

の契約者回線等の数が８以上の場合は、１ヶ月あたり５００円（税込５２５円）

を減額します。 
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（２） １０Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金

される月から１年間に限り、プラン１、プラン２ともに１ヶ月あたり１，０００

円（税込１，０５０円）を減額します。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

４ ２の特例措置は、以下の場合は適用されません。 

（１）現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一 

の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以

降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解除した場合。 

（２）過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から６ 

ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。 

 

（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置）））） 

５ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな 

 かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１９年２月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１９年２月１日から平成１９年３月３１日までの間に光ネットサービス契約の申

込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特

例措置を実施します。 

（１） １００Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課

金される月から１年間（１２ヶ月分）に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，００

０円（税込１，０５０円）、プラン２は契約者グループの契約者回線等の数が１～

７までの場合は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）、契約者グループ

の契約者回線等の数が８以上の場合は、１ヶ月あたり５００円（税込５２５円）

を減額します。 

（２） １０Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金

される月から１年間に限り、プラン１、プラン２ともに１ヶ月あたり１，０００

円（税込１，０５０円）を減額します。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

４ ２の特例措置は、以下の場合は適用されません。 

（１）現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一 

の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以

降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解除した場合。 
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（２）過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から６ 

ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。 

 

（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置）））） 

５ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな 

 かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１９年４月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１９年４月１日から平成１９年５月３１日までの間に光ネットサービス契約の申

込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特

例措置を実施します。 

（１） １００Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課

金される月から１年間（１２ヶ月分）に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，００

０円（税込１，０５０円）、プラン２は契約者グループの契約者回線等の数が１～

７までの場合は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）、契約者グループ

の契約者回線等の数が８以上の場合は、１ヶ月あたり５００円（税込５２５円）

を減額します。 

（２） １０Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金

される月から１年間に限り、プラン１、プラン２ともに１ヶ月あたり１，０００

円（税込１，０５０円）を減額します。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

４ ２の特例措置は、以下の場合は適用されません。 

（１）現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一 

の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以

降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解除した場合。 

（２）過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から６ 

ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１９年５月１０日から実施します。 

 

（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置）））） 

２ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな 

 かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 
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附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１９年６月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１９年６月１日から平成１９年７月３１日までの間に光ネットサービス契約の申

込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特

例措置を実施します。 

（１） １００Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課

金される月から１年間（１２ヶ月分）に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，００

０円（税込１，０５０円）、プラン２は契約者グループの契約者回線等の数が１～

７までの場合は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）、契約者グループ

の契約者回線等の数が８以上の場合は、１ヶ月あたり５００円（税込５２５円）

を減額します。 

（２） １０Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金

される月から１年間に限り、プラン１、プラン２ともに１ヶ月あたり１，０００

円（税込１，０５０円）を減額します。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

４ ２の特例措置は、以下の場合は適用されません。 

（１）現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一 

の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以

降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解除した場合。 

（２）過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から６ 

ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１９年７月２日から実施します。 

 

（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置）））） 

２ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな 

 かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１９年８月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１９年８月１日から平成１９年９月３０日までの間に光ネットサービス契約の申

込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特
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例措置を実施します。 

（１） １００Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課

金される月から１年間（１２ヶ月分）に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，００

０円（税込１，０５０円）、プラン２は契約者グループの契約者回線等の数が１～

７までの場合は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）、契約者グループ

の契約者回線等の数が８以上の場合は、１ヶ月あたり５００円（税込５２５円）

を減額します。 

（２） １０Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金

される月から１年間に限り、プラン１、プラン２ともに１ヶ月あたり１，０００

円（税込１，０５０円）を減額します。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

４ ２の特例措置は、以下の場合は適用されません。 

（１）現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一 

の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以

降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解除した場合。 

（２）過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から６ 

ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１９年１０月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１９年１０月１日から平成１９年１１月３０日までの間に光ネットサービス契約

の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次

の特例措置を実施します。 

（１） １００Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課

金される月から１年間（１２ヶ月分）に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，００

０円（税込１，０５０円）、プラン２は契約者グループの契約者回線等の数が１～

７までの場合は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）、契約者グループ

の契約者回線等の数が８以上の場合は、１ヶ月あたり５００円（税込５２５円）

を減額します。 

（２） １０Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金

される月から１年間に限り、プラン１、プラン２ともに１ヶ月あたり１，０００

円（税込１，０５０円）を減額します。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

４ ２の特例措置は、以下の場合は適用されません。 
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（１）現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一 

の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以

降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解除した場合。 

（２）過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から６ 

ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成１９年１２月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成１９年１２月１日から平成２０年１月３１日までの間に光ネットサービス契約の

申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の

特例措置を実施します。 

（１） １００Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課

金される月から１年間（１２ヶ月分）に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，００

０円（税込１，０５０円）、プラン２は契約者グループの契約者回線等の数が１～

７までの場合は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）、契約者グループ

の契約者回線等の数が８以上の場合は、１ヶ月あたり５００円（税込５２５円）

を減額します。 

（２） １０Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金

される月から１年間に限り、プラン１、プラン２ともに１ヶ月あたり１，０００

円（税込１，０５０円）を減額します。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

４ ２の特例措置は、以下の場合は適用されません。 

（１）現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一 

の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以

降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解除した場合。 

（２）過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から６ 

ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。 

 

附附附附    則則則則    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成２０年２月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成２０年２月１日から平成２０年３月３１日までの間に光ネットサービス契約の申

込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特

例措置を実施します。 

（１） １００Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課
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金される月から１年間（１２ヶ月分）に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，００

０円（税込１，０５０円）、プラン２は契約者グループの契約者回線等の数が１～

７までの場合は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）、契約者グループ

の契約者回線等の数が８以上の場合は、１ヶ月あたり５００円（税込５２５円）

を減額します。 

（２） １０Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金

される月から１年間に限り、プラン１、プラン２ともに１ヶ月あたり１，０００

円（税込１，０５０円）を減額します。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光

ネットサービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基

本額及び加算額とします。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

４ ２の特例措置は、以下の場合は適用されません。 

（１）現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一 

の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以

降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解除した場合。 

（２）過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から６ 

ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。 

    

附附附附    則則則則    

    

（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日）））） 

１ この約款は、平成２０年４月１日から実施します。 

 

（（（（特例措置特例措置特例措置特例措置））））    

２ 平成２０年４月１日から平成２０年５月３１日までの間に光ネットサービス契約の申込み

をし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実

施します。 

（１） １００Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金さ

れる月から１年間（１２ヶ月分）に限り、プラン１は１ヶ月あたり１，０００円（税

込１，０５０円）、プラン２は契約者グループの契約者回線等の数が１～７までの場合

は１ヶ月あたり１，０００円（税込１，０５０円）、契約者グループの契約者回線等の

数が８以上の場合は、１ヶ月あたり５００円（税込５２５円）を減額します。 

（２） １０Ｍｂ／ｓ品目の利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金され

る月から１年間に限り、プラン１、プラン２ともに１ヶ月あたり１，０００円（税込

１，０５０円）を減額します。 

３ ２の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間（１年）内に光ネット

サービス契約を解除した場合は、第３４条（利用料金の支払義務）及び料金表通則の規定にか

かわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金（定額利用料のうち基本額及び加算額とし

ます。）に相当する額を一括して支払っていただきます。 

４ ２の特例措置は、以下の場合は適用されません。 

（１）現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一 

の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に
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同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解除した場合。 

（２）過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から６ 

ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。 


